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熊本県土木部ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）試行要領 

                       （令和４年（２０２２年）７月２２日伺定） 

                                

第１条（趣旨） 

この要領は、建設現場の生産性向上を図るため、熊本県土木部が発注する建設工事

において、「ＩＣＴを全面的に活用する工事」（以下、「ＩＣＴ活用工事」という。）を

試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。なお、ＩＣＴ活用工事の対象工

事及び工種のうち、受注者がＩＣＴ活用を希望し、受発注者間で協議が整った場合に

ＩＣＴ活用工事を施工できる「受注者希望型」を実施するものとする。 

 

第２条（ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）） 

 １ ＩＣＴ活用工事における港湾浚渫 

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）とは、次に示す①～⑤の全ての段階においてＩＣＴ

を活用する工事とする。 

① ３次元起工測量 
② ３次元数量計算 
③ ＩＣＴを活用した施工 
④ ３次元出来形管理等の施工管理 
⑤ ３次元データの納品 

 

＜内容＞ 

①３次元起工測量 

起工測量（深浅測量）において、３次元測量データを取得するため、「マルチ

ビーム測深システム（以下、「マルチビーム」という）」により、測量を行う。 

 

②３次元数量計算  

設計図書を用いて、３次元設計データの作成を行い、このデータと①により得

られた３次元データを用いて数量計算を行う。なお、数量計算は、「３次元デー

タを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）（令和４年４月改定版）」に基づい

て行う。 

 

③ＩＣＴを活用した施工 

①により得られた３次元データを用いて、ＩＣＴを活用した施工を行う。 

 

④３次元出来形管理等の施工管理 

③による工事の施工管理において、マルチビームを用いた測量により、出来形

管理を行う。 

 

⑤３次元データの納品 

②により確認された３次元数量計算データ、④による３次元出来形管理等の施

工管理データを工事完成図書として納品する。 
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２ 監督・検査 

上記のほか、監督・検査についても、別添－１のとおり３次元データに対応した

要領等により実施するものとする。 

 

第３条（対象工事及び工種） 

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）の対象は、次の工事工種体系ツリーとする。 

・ポンプ浚渫、グラブ浚渫、硬土盤浚渫、岩盤浚渫、バックホウ浚渫 
 

第４条（ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）の実施方法） 

１ 発注方式 

ＩＣＴ活用工事の発注は、受注者希望型によるものとする。 

 

２ 発注における施工条件の明示 

対象工事の発注にあたっては、特記仕様書にその旨を記載する。 

記載例を別添－２（受注者希望型）に示すが、記載例にないものについては、別途

作成するものとする。 

 

３ 工事費の積算（受注者希望型における積算方法） 

発注者は、発注に際してはＩＣＴを活用しない従来工法で積算を実施する。 

契約後、ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）を実施することが受発注者間で協議が整った

場合、「熊本県港湾請負工事積算基準」及び国土交通省から発出されている積算要

領（≪表－１．積算要領≫参照）に基づき設計変更する。 

 

≪表－１．積算要領≫ 

区分 準用する要領の名称 発行元 

港湾浚渫 ＩＣＴ活用工事積算要領（浚渫工編） 国土交通省 

 

４ ３次元設計データ等の貸与 

（１）ＩＣＴ活用工事の導入初期段階においては、従来基準による２次元の設計デ

ータにより発注することになるが、この場合、契約後に受発注者間で協議が整

った場合、「３次元起工測量」及び「３次元設計データ作成」を受注者が実施

し、これにかかる経費は協議の上、最新の基準に基づき当該工事で変更計上す

るものとする。 
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（２）発注者は、詳細設計において、ＩＣＴ活用工事に必要な３次元設計データを

作成した場合は、受注者に貸与するほか、ＩＣＴ活用施工を実施するうえで有

効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、

積極的に受注者に貸与するものとする。 

なお、貸与する３次元設計データに３次元測量データ(グラウンドデータ)を

含まない場合、発注者は契約後の施工協議において「３次元起工測量」及び「貸

与する３次元設計データと３次元起工測量データの合成」を受注者に実施させ、

これにかかる経費は工事費にて当該工事で変更計上するものとする。また、受

注者は、作成した３次元設計データに基づいて設計図書の照査をする。 

第５条（ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）の実施手続） 

 １ 実施手続き（受注者希望型） 

受注者は、第２条①～⑤の全ての施工プロセスにおいてＩＣＴを活用した工事を

行う希望がある場合、発注者へ協議書によりＩＣＴ活用工事計画書（別添－３）及

び内容等が確認できる資料を提出し、協議が整った場合にＩＣＴ活用工事（港湾浚

渫）として実施することが出来る。 

 

２ 実施フロー 

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）の実施フローについては、原則、別添－４によるも

のとする。 

 

第６条（工事成績評定における措置） 

ＩＣＴ活用工事における評価 

第２条①～⑤の全ての施工プロセスにおいてＩＣＴを活用した場合、工事成績評定 

「創意工夫」の該当する項目で評価するものとする。 

 

第７条（ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）に適用する要領，基準類） 

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）を実施した場合の施工に伴い必要となる調査・測量・

施工・電子納品・検査についての要領・基準類は、ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）に関

する要領、基準類（別添－１及び別添－５）により実施する。 

なお、運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が定められた場合は、監督

職員と協議の上、最新の基準類を踏まえ実施するものとする。受注者は、使用する基

準類を施工計画書に明示（別添－５を参考に使用する基準類を抜粋し、制定・改定日

欄を最新のものを記載）し、施工を開始すること。 

 

第８条（施工管理・監督・検査） 

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）を実施するに当たっては、ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）

に関する要領、基準類（別添－１及び別添－５）により施工管理・監督・検査を実施

するものとし、監督職員及び検査員は、受注者に従来手法との二重管理を求めないも

のとする。 

また、監督・検査に係る機器（３次元データを閲覧可能なパソコン等）は受注者が

準備するものとする。 
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第９条（ＩＣＴ活用証明書の交付） 

「本要領第２条（ＩＣＴ活用工事）」に規定する施工プロセス（全活用）を実施し

た工事には、実施内容を記載した証明書（別添－６参照）を交付する。 

※「ＩＣＴ活用証明書及び週休２日実施証明書の交付について（通知）」参照 

 

第１０条（現場見学会・講習会等の実施） 

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会等を実施するもと

する。 

 

第１１条（ＩＣＴ活用工事に関する調査等） 

ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関して調査（施工合理化調査、アンケート調査）を

実施する場合がある。なお、内容はその都度、別途指示する。 

 

第１２条（その他） 

本要領によるＩＣＴ活用工事の実施にあたり疑義が生じた場合は、受発注者が協議

した上で対応するものとする。 

 

附則 

この要領は、令和４年８月１日以降の入札公告、指名競争入札通知又は見積依頼

通知から適用する。 

 

 

別添－１ ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）に用いる施工技術と適用する要領、基準類 

別添－２ 特記仕様書の記載例（「受注者希望型」ＩＣＴ活用工事） 

別添－３ ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）の計画書 

別添－４ ＩＣＴ活用工事の実施フロー 

別添－５ ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）に関連する要領、基準類 

別添－６ ＩＣＴ活用証明書 

 



別添－１
令和４年８月制定

ポンプ
浚渫

グラブ
浚渫

硬土盤
浚渫

岩盤
浚渫

バックホウ
浚渫船

３次元起工測量／
３次元出来形管理等
施工管理

マルチビームを用いた起工測量
／出来形管理技術

測量
出来形計測
出来形管理

- ○ ○ ○ ○ ○ ①、②、③、④

ＩＣＴ建設機械
による施工

浚渫
ＩＣＴ
建設機械

○ ○ ○ ○ ○ -

【関連要領等一覧】

① マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）　－　国土交通省

② ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）　－　国土交通省

③ ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）　－　国土交通省

④ ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）　－　国土交通省

【凡例】○：適用可能、　－：適用外

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）に用いる施工技術と適用する要領、基準類

適用工種

段階 技術名 対象作業 建設機械

監督・検査
施工管理
【関連要領等一
覧】参照

備考



別添－２ 

令和４年８月改定  

特記仕様書の記載例（「受注者希望型」）（ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）） 

 

第○条 ＩＣＴ活用工事について（「受注者希望型」） 

１  本工事は、受注者がＩＣＴ活用工事(港湾浚渫)を希望する場合に、受注者からの協

議により３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象とすることができる。 

 

２  ＩＣＴ活用工事とは、次に示す①～⑤の全ての施工プロセスにおいてＩＣＴを活用

する工事とする。 

① ３次元起工測量 

② ３次元数量計算 

③ ＩＣＴを活用した施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

 

３  受注者は、前項の全てのプロセスにおいてＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）を行う希望

がある場合、発注者へ協議書でＩＣＴ活用工事の計画書（別添－３）及び内容を確認

できる資料を提出し、協議が整った場合にＩＣＴ活用工事として施工することが出来

る。 

 

４  ＩＣＴ活用工事の実施に当たっては、本特記仕様書及び「熊本県土木部ＩＣＴ活用

工事（港湾浚渫）試行要領」によることとし、疑義が生じた場合又は記載のない事項

については、監督職員と協議するものとする。 

 

５ ＩＣＴ活用工事の費用について（「受注者希望型」） 

  受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者との協議が整い、ＩＣＴ活用工

事を実施した場合は、「熊本県土木部ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）試行要領」に基づ

き、設計変更の対象とする。 

 



令和４年８月制定

【別添ー３（港湾浚渫）】

チェック欄
※実施項目に☑

施工プロセスの段
階

技術番号・技術名

□ ①３次元起工測量 マルチビームを用いた起工測量

□ ②３次元数量計算 ※３次元出来形管理に用いる３次元数量計算の作成を実施しなければならない。

□ ③ＩＣＴを活用した施工

※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により
決定する。
※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれ
ば良い。

□
④３次元出来形管理
等の施工管理

マルチビームを用いた出来形管理

□ ⑤３次元データの納品

 注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）試行要領」及び特記仕様書によるものとする。

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）計画書

作業内容

     【作業工種】
     ・ポンプ浚渫
     ・グラブ浚渫
     ・硬土盤浚渫
     ・岩盤浚渫
     ・バックホウ浚渫

       出来形



（統一様式名称：様式－９）

（ ）

（内容）

・

別添―３（参考）
【受注者希望型】

　添付図　　ＩＣＴ活用工事計画書、ＩＣＴ活用施工の概要、ＩＣＴ活用施工範囲図

主　任
（監　理）
技術者

主管課長 班　長 参　事 監督員 課員
現　場
代理人

回
答 □その他

年月日： 年　　月　　日

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

処
理 □その他

（記載例）

　協議事項について、ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）の実施を指
示する。
　本工事では、３次元起工測量・３次元設計データ作成が必
要となるので、実施されたい。
　なお、ＩＣＴ活用工事の実施に係る費用は、「熊本県土木
部ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）試行要領」に基づき算出する。

年月日： 年　　月　　日

□協議 □提出 □受理

（記載例）

ＩＣＴ活用工事の希望について（受注者希望型）

　　特記仕様書「第○条　ＩＣＴ活用工事について」により、ＩＣＴ活用施工を希望しますので、別添
ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）計画書及びＩＣＴ活用施工の概要・範囲図のとおり協議します。

発
注
者

上記について ■指示 □承諾 します。

発議事項
　□指示　　　■協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 ◎◎◎◎線○○○○（●●●）工事　《注：契約書の名称を記載》

工 事 打 合 せ 簿
発議者 □発注者 ■受注者 発議年月日 年　　月　　日



別添－４

令和４年８月制定

（発注者）

（発注者）

（発注者）

（発注者）

（発注者）

（受発注者）

（受発注者）

【ＩＣＴ活用希望なし】 （受注者）

ＩＣＴ活用工事計画書提出 従来施工 （受注者）

（協議簿）
・工事計画書（【別添－３】） ←試行要領第５条（ＩＣＴ活用工事の実施手続）

・３次元起工測量範囲
・３次元設計データ範囲

（協議簿回答） （発注者）

・ＩＣＴ活用工事実施の指示

施工計画書の提出 （受注者）

①３次元起工測量 （受注者）

測量・成果簿取りまとめ

②３次元数量計算作成 （受注者）

チェックシート作成

設計図書の照査 （受注者）

３次元設計データに基づく数量算出

契約変更（または数量変更についての協議） （受発注者）

③ＩＣＴを活用した施工 （受注者）

④３次元出来形管理等の施工管理 （受注者）

出来形管理図・出来形・出来高の提出

契約変更 （受発注者）←試行要領第４条３工事費の積算

⑤３次元データの納品 （受注者）

竣工検査 （受発注者）

協議

ＩＣＴ全活用

受注者希望型工事

従来積算（標準積算）
（※ＩＣＴを活用しない従来工法で積算する）

【ＩＣＴ活用希望有り】

ＩＣＴ活用工事の実施フロー（受注者希望型）（港湾浚渫）

スタート

発注方式の選択

工事発注
（※ＩＣＴ活用工事の対象工事の発注にあたっては、特記仕様書にその旨を記載する。）

工事契約



【別添－５】
令和４年８月制定

ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）に関する要領、基準類

番号
関連要領
等一覧の
番号

名称 発行元
制定・改定日
（※１）

1 熊本県ＩＣＴ活用工事（港湾浚渫）試行要領 熊本県 R4.8

2 土木工事施工管理基準 熊本県 H31.4

3 工事成績評定要領 熊本県 R2.4

4 電子納品要領及び電子納品運用ガイドライン 熊本県 H31.4

5 作業規則の準則 国土地理院 R2.3

6 港湾事業におけるＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針 国土交通省 R4.4

7 ＩＣＴ活用工事積算要領（浚渫工編） 国土交通省 R3.4

8 ① マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編） 国土交通省 R4.4

9 ② ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編） 国土交通省 R4.4

10 ③ ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編） 国土交通省 R4.4

11 ④ ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編） 国土交通省 R4.4

（参考）
国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html

（※１）本試行要領運用以降に要領・基準類の改定及び新たに基準類が定められた場合は、監督職員と協議の上、最新の基準
類を踏まえ実施するものとする。（試行要領第７条）
（上記7番のICT活用工事積算要領を除く）

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr5_000061.html


令和○○年○月○日

株式会社○○

○○ ○○ 殿

○○○○○○○○○

○○ ○○ 印

ＩＣＴ活用証明書

下記工事について、ＩＣＴの実施を証明する。

工 事 名 ： ○○地区道路改良工事

工 期 ： 令和○○年○月○日～令和○○年○月○日

完 成 年 月 日 ： 令和○○年○月○日

ＩＣＴ実施内容（実施した内容に、■を附している）

□ ３次元起工測量

□ ３次元設計データ作成

（□：３次元設計データを発注者が貸与）

□ ICT建機による施工（実施工種：○○工、○○工）

□ ３次元出来形管理等の施工管理（実施工種：○○工、○○工）

□ ３次元データの納品（実施工種：○○工、○○工）
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